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１ 対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対 象 鳥 獣 

・第二種特定鳥獣（ニホンザル、ニホンジカ、イノシシ） 

・中型動物（ハクビシン、タヌキ、アライグマ、アナグマ） 

・鳥類（カラス、ドバト、ムクドリ、スズメ、ヒヨドリ） 

計 画 期 間 令和５年度 ～ 令和７年度 

対 象 地 域  神奈川県 厚木市 

 

２ 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和３年度） 

 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 面積(ha) 金額(千円) 

ニホンザル  

野 菜 

豆 類 

いも類 

果 樹 

水 稲 

0.01 42 

ニホンジカ 0.06 137 

イ ノ シ シ 0.81 111 

中型動物 0.21 1,073 

鳥類 0.39 1,048 

その他 0.04 143 

計 1.52 2,554 

 

（２）被害の傾向 

○ニホンザル 

 本市や本市を含む近隣自治体を主な行動域とする四つの群れがあり、農地や住宅地を移動しな

がら、年間を通して農作物被害を発生させている。 

 なお、その内、経ヶ岳群については、令和３年度末現在で生息頭数を３頭まで減少させた。し

かし、その他の３群（鐘ヶ嶽群・日向群・半原群）が山間地から里山へ行動域を広げており、特

に鐘ヶ嶽群は、七沢・森の里・上古沢地区への侵入と農作物等に被害を発生させている。 

○ニホンジカ 

 本市北部から西部の山間に生息し、住宅地に近い山林にも定着がみられ、林縁から農地に年間

を通して出没し、農作物の食害や踏み荒らし等の被害が発生している。 

○イノシシ 

 本市北部から西部の山間に生息し、住宅地に近い山林に定着もみられ、山林に接した農地を中

心に、野菜等への農作物被害や田畑の掘り起しなどの被害が、年間を通して発生している。 

 また、ヤマビルを運搬し、地域住民等へのヤマビルによる吸血被害を誘発している。 

○中型動物（ハクビシン、タヌキ、アライグマ、アナグマ） 

 市内全域に生息し、野菜や果樹等の農作物被害が発生している。また、獣種によっては屋根裏

などに侵入する場合もあり、糞尿被害や家庭菜園の食害も発生している。 

○鳥類（カラス、ドバト、ムクドリ、スズメ、ヒヨドリ） 

 市内全域に生息しており、農作物被害のほか、食害・糞害も見られる。また、カラスにおいては

、営巣と巣立ちの時期になると、親ガラスが攻撃的になり、人的被害をもたらす可能性がある。 
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（３）被害の軽減目標 

 

指 標 

現状値：令和３年（2021年）度 目標値：令和７年（2025年）度 

被害面積（ha） 被害額（千円） 被害面積（ha） 被害額（千円） 

ニホンザル 0.01 42 0.01 40 

ニホンジカ 0.06 137 0.05 114 

イ ノ シ シ 0.81 111 0.70 95 

中型動物 0.21 1,073 0.20 1,019 

鳥類 0.39 1,048 0.30 807 

その他 0.04 143 - - 

計 1.52 2,554 1.26 2,075 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課 題 

捕獲等 

に関す 

る取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ニホンザル 

厚木市農業協同組合へ補助金を交付し、

荻野・小鮎・玉川・睦合各支所における野

猿追い払い隊による、動物駆逐用煙火、玩

具銃等を使った追い払いの実施。 

各地区自治会等で行う追い払い活動に対

する物資等の提供。 

 ニホンザルの群れに追い払い員を常駐

し、動物駆逐用煙火、玩具銃等で追い払い

を実施し、適正な棲み分けの保持並びに市

外に生息する群れの侵入防止を図る。 

 神奈川県ニホンザル管理計画に基づき、

ＪＡあつぎ管内有害獣被害対策協議会へ交

付金を交付し、管理捕獲を実施し、群れの

分裂防止を図る。（令和３年度以降は専門

業者による管理捕獲の実施） 

 また、管理計画において、鳶尾群、経ヶ

岳群、煤ケ谷群の群れ除去が示されたこと

により捕獲を強化し、鳶尾群、煤ケ谷群に

ついては群れ除去が完了。経ヶ岳群につい

ては大幅に生息頭数を減少させた。 

 

○ニホンザル 

 神奈川県ニホンザル管理計画において、群

れ除去が示されたことにより、除去に向け捕

獲を強化したことで市内を中心に生息する

三群の内、鳶尾群、煤ケ谷群の除去が完了。

経ヶ岳群の除去を残すところとなったが、頭

数の減少により、エサの採取ペースと群れの

移動速度が速くなったことから、追い払いの

対応と位置の捕捉が難しくなっており、地域

での追い払いや市民からの情報提供など、地

域ぐるみの対応が重要となる。 

 また、市内を中心に生息していた群れが減

少したことにより、市外に生息する群れの流

入を防止するため、新たな追い上げや追い払

いなどの対策と、他の群れの行動について監

視をする必要性がある。 
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○ニホンジカ 

厚木市農業協同組合へ補助金を交付し、

神奈川県ニホンジカ管理計画に基づき、神

奈川県猟友会厚木支部による管理捕獲を実

施。 

 捕獲者に対し捕獲報奨金制度による報奨

金を交付し、農作物及び生活環境被害の拡

大を防止。 

 地区鳥獣被害対策協議会等による草刈り

等、環境整備活動の実施。 

○ニホンジカ 

 山林内に生息している個体が防護柵の開

口部等から里地内へ侵入し、生息しているこ

とから、被害については継続的に発生してい

る。 

 また、ゴルフ場が潜み場所となっているケ

ースが見受けられる。 

 

○イノシシ 

厚木市農業協同組合へ補助金を交付し、

有害捕獲を実施。 

捕獲者に対し捕獲報奨金制度による報奨

金を交付し、農作物及び生活環境被害の拡

大を防止。 

地区鳥獣被害対策協議会等による草刈り

等、環境整備活動の実施。 

○イノシシ 

 住宅地周辺の農地への出没が増加し、農作

物被害が増加しているので、環境整備や効果

的な出没防除の対策、捕獲が必要とされる。 

 また、地域住民との遭遇による身体への直

接的な危害が懸念される。 

○中型動物 

（ハクビシン、タヌキ、アライグマ、アナグマ） 

 厚木市農業協同組合へ補助金を交付し、

有害捕獲を実施。 

 捕獲檻の貸出しによる有害捕獲の実施。

（市の許可による捕獲の実施。） 

 地区鳥獣被害対策協議会等による草刈り

等、環境整備活動の実施。 

〇中型動物 

（ハクビシン、タヌキ、アライグマ、アナグマ） 

 特にアライグマについては、農地だけでは

なく、住宅地での目撃が増え、生息域が拡大

している。生息域の把握が必要である。 

○鳥類 

（カラス、ドバト、ムクドリ、スズメ、ヒヨドリ） 

厚木市農業協同組合へ補助金を交付し、

銃器（空気銃、散弾銃）による追い払い及

び有害捕獲を実施。 

市の許可による捕獲の実施。 

〇鳥類 

（カラス、ドバト、ムクドリ、スズメ、ヒヨドリ） 

生息域は市街地を含め全域に広がってお

り、市街地に関しては、巣やねぐらなどが

見られるが、市街地につき、音での追い払

い等が行えないため、主に周辺環境整備を

行い、鳥類の生息しにくい環境づくりが必

要となる。加えて、農地等の森林付近では

、追い払い、有害捕獲を実施する必要があ

る。 

防護柵

の設置

に関す

る取組 

 

 

○広域獣害防護柵 

 全長約25㎞の電気柵について、点検、修

繕等の維持管理を実施。 

 地区鳥獣被害対策協議会による定期的見

回り業務の実施。（通電確認、通電に支障

のある樹木の枝打ち等） 

 

○広域獣害防護柵 

 経年劣化や台風等の自然災害に伴う大規

模修繕の必要性も踏まえ、持続的で効果的

な維持管理を行う必要がある。 
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○個人防護柵設置補助事業の実施 

 市内に農地を持つ対象者について、防護

柵設置費用の補助を実施。 

○個人防護柵設置補助事業 

 要望数が増加傾向にある。 

その他 

 

 

○有害鳥獣防除団体育成交付金事業の実施 

 有害鳥獣防除団体に対し、組織の育成強

化支援等を目的に交付金を交付。 

○有害鳥獣防除団体育成交付金事業の実施 

 団体の高齢化、捕獲の担い手不足の傾向が

見受けられる。 

 

（５）今後の取組方針 

 野生鳥獣との棲み分けを実現するため、市、関係機関、地域住民（農業者）が協働して被害防止

対策を講じることで、継続的に鳥獣被害の軽減を目指した体制の整備に取り組む。 

 以下の「主な事項」の内容に取り組み、被害防止及び軽減を図る。 

 

○主な事項 

・有害鳥獣捕獲の継続 

・効果的な捕獲方法の実施と研究 

・捕獲従事者の育成支援の継続（団体育成交付金及び捕獲報奨金制度） 

・広域獣害防護柵（電気柵）の適正な維持管理 

・個人防護柵補助事業の継続 

・地域住民（農業者）との協働による被害防除体制の確立に向けた取組 

・関係機関との連携による有害鳥獣の生息状況と生態調査 

・荒廃した果樹林等の調査及び対策 

・捕獲檻の無償貸与の継続 

・忌避剤の活用による獣害防除対策の研究 

・ヤマビルが生育しにくい環境整備 

 

３ 対象鳥獣の捕獲等に関する事項          

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

 厚木市農業協同組合、神奈川県猟友会厚木支部等の関係機関と連携を密にし、効率的な捕獲を目

指す。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

５～７ 

ニホンザル、ニホンジカ、イノシシ、

中型動物（ハクビシン、タヌキ、ア

ライグマ、アナグマ）、鳥類（カラ

ス、ドバト、ムクドリ、スズメ、ヒ

ヨドリ） 

・各地区の鳥獣被害対策協議会が中心となり、広

域獣害防護柵の適正な維持管理を行い、地域住民

（農業者）及び厚木市農業協同組合各支所の追い

払い隊と連携して、捕獲や駆除などの被害防除に

取り組む。 

・狩猟免許取得を支援する。 
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（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

○ニホンザル   

市内を中心に生息していたニホンザルの群れ（経ヶ岳群）については神奈川県ニホンザル管理計

画において、群れ除去の方向性が示されていることから、早期の全頭捕獲に向け、取り組みを継続

していく。 

 また、隣接地に生息する群れ（鐘ヶ嶽群・日向群・半原群）については、毎年度策定する管理事

業実施計画を踏まえ、関係自治体との調整により捕獲頭数を設定し、個体数調整を行う。 

○ニホンジカ 

 ニホンジカについては、神奈川県の定める第二種特定鳥獣管理計画に基づき、毎年度策定する管

理事業実施計画により捕獲頭数を設定し、管理捕獲を実施する。 

○イノシシ 

 イノシシについては、引き続き被害防止及び人里への出没を軽減するため、生息状況や被害状況

を考慮し、有害捕獲を実施する。 

○アライグマ 

 アライグマについては、特定外来生物に位置付けられているため、神奈川県アライグマ防除実施

計画に基づき、引き続き捕獲を行う。 

○その他（中型動物、鳥類） 

 その他の対象鳥獣については、有害鳥獣捕獲を随時実施する。 

なお、各対象鳥獣の捕獲計画数については、前年実績以上の捕獲を目標として捕獲計画数を設定

するが、被害状況や生息状況のモニタリングを充実させ、状況に応じて捕獲計画を設定する。 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

ニホンザル(注１) ＊ ＊ ＊ 

ニホンジカ(注２)        １５０頭        １５０頭 １５０頭 

イ ノ シ シ ６０頭 ６０頭 ６０頭 

中型動物 

ハクビシン       ５０頭       ５０頭       ５０頭 

タヌキ       ４０頭       ４０頭       ４０頭 

アライグマ（注３） ６０頭 ６０頭 ６０頭 

アナグマ ２０頭 ２０頭 ２０頭 

鳥類（注４）      ４５０羽      ４５０羽      ４５０羽 

 

（注１）ニホンザルの捕獲頭数は、毎年度策定する神奈川県ニホンザル管理事業実施計画に基づき 

   定める。 

（注２）二ホンジカの捕獲頭数は、毎年度策定する神奈川県二ホンジカ管理事業実施計画に基づき

定めるため目安数とする。なお、捕獲頭数の結果については、関係機関が捕獲した頭数の合

計とする。 

（注３）アライグマについては、神奈川県アライグマ防除実施計画に基づき、生息状況を把握した

上で捕獲に努める。 

（注４）各種類の合計羽数 
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捕獲等の取組内容 

 有害鳥獣については、年間を通して、主に山間部及び山林に隣接する農地を中心として、銃器（

空気銃、散弾銃）とわな捕獲器による捕獲を実施していく。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

 イノシシ、ニホンジカは、効果的な捕獲のため、ライフル銃を使用せざるを得ない場合が考えら

れる。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

市内全域 

・該当なし 

【権限移譲済み】 

鳥類：ハシボソカラス、ハシブトカラス、ドバト、ムクドリ、スズメ、ヒヨドリ 

獣類：イノシシ、ハクビシン、タヌキ、アライグマ、アナグマ 

 

 

４ 防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

ニホンザル 

ニホンジカ 

イノシシ 

中型動物 

計画なし 計画なし 計画なし 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

５～７ 

ニホンザル、ニホンジカ 

イノシシ、中型動物（ハ

クビシン、タヌキ、アラ

イグマ、アナグマ）、鳥

類（カラス、ドバト、ム

クドリ、スズメ、ヒヨド

リ） 

・収穫残渣や放任果樹の除去指導 

・草刈や竹林整備による緩衝帯の設置指導 

・生息動向、農作物被害状況の調査 

・防除資材の購入費補助の促進 

・ニホンザルの追い払い、追い上げによる群れ管理、 

 及び監視体制の強化 

・ニホンザルの群れの位置情報把握 

・有害鳥獣が生息しにくい環境整備 
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５ 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対

処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

厚木市農業政策課 
現地調査、パトロール、情報の収集、各関係機関と

の連絡調整、住民等への注意喚起、捕獲許可 

厚木市農業協同組合 農業者との連絡調整、猟友会への捕獲依頼等 

神奈川県県央地域県政総合センター 

環境部環境調整課 

現地調査、情報の収集、情報の共有、関係機関との

連絡調整、捕獲許可 

神奈川県猟友会厚木支部 対象鳥獣の捕獲・処分・監視パトロール 

その他関係機関 

（厚木警察署、厚木市消防本部 ほか） 
監視パトロール等の協力、緊急対応 

 

（２）緊急時の連絡体制 

市民等→緊急連絡受信機関（厚木市）→関係機関 

市民等 

                出没情報  被害報告    

       （情報提供・応援要請）           （情報提供・応援要請） 

県央地域県政総合センター ⇔   厚 木 市   ⇔ 厚木警察署・厚木市消防本部 ほか 

≪情報集約・調査・地域住民への注意喚起≫ 

（情報提供・捕獲要請）           （情報提供・応援要請） 

 

神奈川県猟友会厚木支部  ⇔   厚木市農業協同組合（農業者との連絡調整） 

 

６ 捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

○ニホンザル 

神奈川県ニホンザル管理計画に基づき、個体の処分を行う。 

○ニホンジカ、イノシシ  

自家消費や埋設、焼却処分を行う。 

○中型動物 

 安楽殺処分後、焼却処分を行う。 

 

７ 捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

○鳥獣の食肉（ジビエ）等について 

捕獲方法や食材としての安全性（衛生面や処理加工）、安定的な供給、流通、販売を含めた事業

の様々な先進的な取組や課題について情報収集し、本市の状況を踏まえながら調査・研究を行う。 
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８ 被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 厚木市野生鳥獣等対策協議会 

構成機関の名称 役割 

厚木市森林組合 有害鳥獣に係る情報の共有 

神奈川県猟友会厚木支部 有害鳥獣関連情報の提供と有害鳥獣捕獲の実施 

厚木市農業協同組合 有害鳥獣関連情報の提供と被害防止に関する指導 

厚木市農業協同組合生産組合 被害地域の生産者代表としての情報提供 

野生鳥獣等に関する有識者 適正な野生鳥獣等との共生と管理のための助言 

神奈川県県央地域県政総合センター 

環境部環境調整課 

被害情報集計、情報提供 
神奈川県厚木保健福祉事務所 

環境衛生課 

神奈川県自然環境保全センター 

野生生物課 

厚木市 事務局を担当及び協議会に関する連絡調整 

並びに被害対策の総括 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

神奈川県環境農政局緑政部自然環境保全課 

野生生物グループ 

被害状況集計、情報提供 

神奈川県環境農政局緑政部自然環境保全課 

平塚駐在事務所 

（かながわ鳥獣被害対策支援センター） 

対策提案、対策指導、技術支援、情報提供 

厚木市元気な森づくり推進協議会 有害鳥獣に係る情報の共有 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項     

 市内における鳥獣による農林業等に係る被害の状況を勘案し、被害防止施策を効果的かつ効率的

に実施するために鳥獣被害対策実施隊の設置について検討する。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

今後、有害鳥獣による被害の拡大が見られる場合は、協議会の構成機関や関係機関と連携し、構

成員の追加や役割の再検討を行い、取組体制の強化を図る。 
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９ その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

○鳥獣被害対策について、知識等の充実を図るため県等が開催する研修会などに積極的に参加し

、この計画に記載した事項以外については、関係機関と連携し、効果的な方法を検討する。 

○地域住民に野生鳥獣に対する知識と野性動物との共存の重要性の理解を求める。 

○関係機関が行う被害防止対策の取り組みに関する周知を行う。 

 


